
桑中学校だより  

　１１月も下旬となり、朝晩の冷え込みも厳しさを増してきました。いよいよ令和７年も残すところ

１か月近くとなり、３年生は受験に向けて、１、２年生は生徒会役員選挙の活動が始まるなど、来年

 度に向けた準備も始まっています。

　また、２年生は１２月に職場体験学習が実施されます。職場体験学習には、①望ましい勤労観、職

業観の育成、②新たな自分を発見する場、③コミュニケーション能力、社会的スキルを身に付け人間

関係の大切さを体得する、などたくさんの効果が期待されます。多くを学び、自己の適性を考えたり

 これからの生活に役立てたりしてほしいと思います。

桑　中　祭

　１０月２２日（水）に桑中祭を行いました。今年のテーマは『共創～仲間と共に創り出せ～』でし

 たが、テーマどおり、仲間と協力して最高の作品を創り出そうと努力していました。

 

 

 

 

 

市道徳教育拠点校公開授業発表会

　本校は令和６年度からの２年間、小山市教育委員会から道徳教育拠点校の指定を受け、少人数によ

る話合い活動で自分の考えを深める活動の研究を進めてきました。その発表を１１月１２日（水）に

行いました。市教育委員会や市内小・中・義務教育学校の先生に授業を見てもらい、さまざまな成果

 と課題を確認することができました。

                                                                　↑ 授業後の分科会の様子 

国分寺特別支援学校交流会

　１１月１４日（金）に国分寺特別支援学校との交流会に２年１組と２組の生徒が参加し、ボッチャ

 やジェンガ、椅子取りゲームなどをして交流してきました。

 　１１月２１日（金）には２年３組と４組が同じような交流をしてきます。
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１年１組 「ＨＥＩＷＡの鐘」

２年４組 「空駆ける天馬」

３年２組 「ヒカリ」



 

ＰＴＡ奉仕活動

 　１１月１日（土）にＰＴＡ奉仕活動が行われました。当日は

 朝方まで雨が降っていたため実施できるか心配されましたが、

 開始時間には作業をするのにちょうどよい天候になりました。

 そのような中、側溝の掃除、樹木の伐採、配膳台カバーの作製

 など、約２時間にわたり活動していただきました。

 

部活動、その他の表彰  

 

お 知 ら せ

〇現在、本校でもインフルエンザが流行しています。手洗い、うがい、換気など、ご家庭でも感染予

 　防をお願いします。

 　なお、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は次のとおりお願いします。
り か ん

  また、家族がインフルエンザや新型コロナウイルス感染症に罹患しても、本人に発熱や咳などの症
り か ん

　状がない場合、登校は可能です。（様子見等で学校を休む場合は感染症の分類が変わったことによ

　り現在は「欠席」扱いとなります。） 

 

〇「地域子ども食堂『桑思桑愛』」と「学びの教室」の予定 

日にち 時　間

地域子ども食堂 １１月２２日（土） １２：００～１４：００

学びの教室 １２月６日（土）、１２月１３日（土） １３：００～１６：３０

  〇火災予防運動防火ポスター展 〇卓球部

    小山市議会議長賞　Ｔ．Ｍ 　小山市総合競技選手権大会

  〇田波御白を顕彰する会短歌募集 　　２年男子シングルス　優勝　　Ｈ．Ｙ

  　優秀賞　Ｓ．Ｒ 　　　　　〃　　　　　　第３位　Ｕ．Ｒ

  〇サッカー部 　  共通男子ダブルス　　第３位　Ｈ．Ａ・Ｍ．Ｔ

  　小山イレブンカップ　　第３位         　〃　　　　　　第３位　Ｈ．Ｙ・Ｕ．Ｒ

  〇ソフトボール部     ２年女子シングルス　第３位　Ｍ．Ｓ

　わたらせソフトボール大会　第４位     共通女子ダブルス　　第３位　Ｍ．Ｓ・Ｏ．Ｈ

◆医療機関※から「意見書」または「登校届」が発行された場合、登校の際には担任までご提出くださ

　い。ただし、医療機関では、発熱外来のひっ迫等により発行しない場合もありますので、その際はお

 　子様の体調を確認いただき、出席停止の期間と照らしあわせて登校を再開してください。

 ※小山地区医師会会員以外の医療機関を受診した場合は「意見書」や「登校届」は発行されません。

 　下の出席停止期間と照らしあわせて登校を再開してください。

  　意見書 → 医師が記入･捺印します。意見書を持って登校する。

 　登校届 → 医師に登校の許可を得てから保護者が必要事項を記入･捺印し、登校届を持って登校する。

  【インフルエンザの出席停止期間】

　発症後５日を経過し、かつ、解熱後２日経過するまで。（発症日を０日目、翌日を１日目とする） 

 　ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。

  【新型コロナウイルス感染症の出席停止期間】

　発症後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後、１日経過するまで（発症日を０日目、翌日を１日目

　とする）


